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活動成果 ⼀覧

⽇本仲裁⼈協会の主な活動成果は、以下のとおりです。

仲裁・ADRフォーラム Vol. 8

当協会は、2023年3⽉25⽇付けで「仲裁・ADRフォーラムVol. 8」を発⾏いたしました。本書は、当協
会の研究委員会が不定期に開催する研究講座における報告内容を題材としたものであり、仲裁・ADRに関
する最新実務や学説を幅広く取り扱ったものとなっております。

本書が、我が国における仲裁・ADRの発展に寄与することを⼼より祈念しております。

京都国際調停センター創設4周年記念セミナー開催の報告

2022年11⽉21⽇、当協会が運営する京都国際調停センター（JIMC）の創設4周年を記念し、記念セミナ
ー「模擬調停の実演と解説」を開催しました（会場︓同志社⼤学今出川キャンパスの教室、Zoomウェビ
ナーとのハイブリッド形式）。基調報告として、JIMC-SIMC（シンガポール国際調停センター）のジョ
イントプロトコルの第⼀号案件の共同調停⼈を担当し、成功に導いた髙取芳宏常務理事とGregory
Vijayendran⽒（オンライン参加）が、国際調停に関する解説を⾏いました。続いて、模擬調停において
は、SIMCのCEOであるChuan Wee Meng⽒と髙取芳宏常務理事が共同調停⼈となり、JAA会員らが当事
者役と代理⼈役となる調停ロールプレイが実施されました。また、調停ロールプレイの各段階において、
SIMCのセンター⻑であるGeorge Lim⽒が実務的な解説とコメントを⾏いました。セミナー後はキャンパ
ス内の飲⾷施設に場所を移してレセプションが⾏われ、交流に花を咲かせました。

英国仲裁⼈協会（CIArb.）・⽇本国際紛争解決センター（JIDRC）との共同によ
る、国際仲裁資格認定コース（中級）開催

2022年7⽉15⽇、当協会は、⼀般社団法⼈・⽇本国際紛争解決センター（JIDRC）とともに、世界で最
も権威があり認知されている国際仲裁⼈養成・研修機関の1つである「英国仲裁⼈協会（The Chartered
Institute of Arbitrators : CIArb.）」の資格認定コースを開催いたしました。本資格認定コースは、
2021年12⽉、当協会、CIArb.及びJIDRC間において締結したMemorandum of Understanding（協定
書）に基づく内容であり、我が国において国際仲裁を担う⼈材の育成を意図するものです。本コースは毎
年継続的に開催することを予定しており、当協会は、今後とも、CIArb．及びJIDRCとの連携を更に強化
し、我が国において国際仲裁実務を担う⼈材の養成を含む国際仲裁の振興と利⽤の拡⼤を図って参りま
す。

2020年改正版IBA国際仲裁証拠調べ規則及び同規則に関する注釈の⽇本語訳の作
成

国際法曹協会（International Bar Association︓IBA）が公表している「IBA国際仲裁証拠調べ規則（IBA
Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration）」（「IBA証拠規則」）は、国際仲裁
実務において広く受容されてきました。当協会は、プロジェクトチームを組成し、2020年12⽉にIBA理
事会決議により改正が承認された2020年改正版IBA証拠規則及び同規則に関する注釈（Commentary on
the revised text of the 2020 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration）の
⽇本語訳をそれぞれ作成しました。

IBA証拠規則及び同規則の注釈の⽇本語訳は下記のIBAのウェブサイトでご覧になれます。
» IBA guides, rules and other free materials | International Bar Association

公益社団法⼈ ⽇本仲裁⼈協会 / Japan Association of Arbitrators (JAA)
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「仲裁の⽇」記念⾏事セミナーの開催（2022年3⽉17⽇）

2022年3⽉17⽇、「仲裁の⽇」記念⾏事セミナーとして、仲裁法改正及びそれを踏まえた今後の⽇本の
仲裁・ADRの振興・発展についての基調講演及びパネルディスカッションを開催しました（会場︓⽇本国
際紛争解決センター東京施設。ZOOMによる視聴も併⽤）。岡⽥春夫理事⻑による開会挨拶と⼿塚裕之副
理事⻑による基調講演に引き続き、⼭本和彦⼀橋⼤学教授、出井直樹理事、髙畑正⼦先⽣及び⼩原淳⾒先
⽣によるパネルディスカッションが⾏われ、会員にとって仲裁・ADRをめぐる最新動向をめぐる貴重な情
報を得る機会となりました。また、海外の著名仲裁実務家2名からも、ビデオメッセージが寄せられまし
た。

JAA関⻄⽀部・JCAA⼤阪事務所共同主催による「模擬国際仲裁セミナー ―JCAA
の迅速仲裁で、より速く、より安く―」の開催（2021年12⽉8⽇）と動画配信

2021年12⽉8⽇、JAA関⻄⽀部は⼀般社団法⼈⽇本商事仲裁協会（JCAA）⼤阪事務所との共同主催によ
りウェビナー「模擬国際仲裁セミナー ―JCAAの迅速仲裁で、より速く、より安く―」を開催いたしまし
た。JAA関⻄⽀部は、JCAA⼤阪事務所の全⾯的なご協⼒を得て、総⼒を挙げて脚本から作成し、リハーサ
ルを繰り返し、半年以上の準備を重ねました。

本模擬仲裁は、⽇中間の国際紛争に関して、契約締結段階、紛争が⽣じる段階、JCAAの迅速仲裁⼿続を
利⽤した仲裁申⽴てから仲裁判断までの⼀連の流れを、各⼿続のポイントごとに⼨劇と解説を交えて紹介
しています。本模擬仲裁の成果であるウェビナーの動画は、JCAAのご協⼒により、JCAAのウェブサイト
にてYouTubeに配信されています。

» https://www.jcaa.or.jp/seminar/video.html
( » https://www.youtube.com/watch?v=QwWSR6HNyAg  )

英国仲裁⼈協会（CIArb.）との協定書締結

2021年11⽉30⽇、当協会は、⼀般社団法⼈・⽇本国際紛争解決センター（JIDRC）とともに、世界で最
も権威があり認知されている国際仲裁⼈養成・研修機関の１つである「英国仲裁⼈協会（The Chartered
Institute of Arbitrators : CIArb.）」との間で、国際仲裁の振興、研修等において相互に協⼒することを
定めるMemorandum of Understanding（協定書）を締結しました。当協会は、CIArb.と従前より友好
な関係を構築し、セミナーの相互後援等⾏ってきましたが、この協定書の締結によってCIArb．との連携
を更に強化し、認証コースやセミナー・研修会の共同開催等を積極的に⾏うことによって、我が国におい
て国際仲裁実務を担う⼈材の養成を含む国際仲裁の振興と利⽤の拡⼤を図って参ります。

シンガポール国際調停センターと、JIMC-SIMC Joint Covid-19 Protocolに関す
る覚書を締結しました。

当協会は、アジアの国際調停をリードするシンガポール国際調停センター（Singapore International
Mediation Center, SIMC）との間で、当協会が運営する京都国際調停センター（JIMC-Kyoto）とSIMC
間のJIMC-SIMC Joint Covid-19 Protocolに関する覚書を、シンガポール国際商事調停条約が発効した記
念すべき⽇である2020年9⽉12⽇に署名しました。

JIMC-SIMC Joint Covid-19 Protocolは、コロナ禍におけるオンラインによる迅速かつ効果的な国際商事
紛争解決を⽬指して、国際的な紛争解決センターが国を超えて連携する、世界初の試みです。この
Protocolにより、コロナ禍における⽇系企業やシンガポール系企業の国際商事紛争の迅速かつ効果的な解
決が、更に促進されるものと考えられます。

なお、本年11⽉20⽇、JIMCの2周年にJIMC-SIMC Joint Covid-19 Protocolの正式発⾜記念式典を開催
する予定にしています。

詳細はこちら

シンガポール国際仲裁センターと協定書締結

https://www.jcaa.or.jp/seminar/video.html
https://www.youtube.com/watch?v=QwWSR6HNyAg
https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/200913_JIMC-SIMC_Joint_Protocol_Announcemt_jp.pdf
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2019年6⽉4⽇、当協会は、世界を代表する仲裁機関の⼀つであるシンガポール国際仲裁センター
（Singapore International Arbitration Centre:SIAC）との間で、国際仲裁の振興に向けた相互協⼒に関
するMemorandum of Understanding（協定書）を締結しました。当協会は、この協定書の締結によっ
て同センターとの連携を強化し、国際会議やセミナー・研修会の共同開催等を積極的に⾏うことによっ
て、我が国における国際仲裁の振興と利⽤の拡⼤を図って参ります。

国際仲裁シンポジウム「⽇本における国際仲裁の躍進‐⽇本国際紛争解決センタ
ー（JIDRC）のインパクト‐」の開催

2018年12⽉15⽇、当協会及び慶應義塾⼤学⼤学院法務研究科主催の国際仲裁シンポジウム「⽇本におけ
る国際仲裁の躍進‐⽇本国際紛争解決センター（JIDRC）のインパクト‐」が慶應義塾⼤学三⽥キャンパス
において開催されました。

当協会理事⻑（川村明）が基調講演を⾏ったほか、当協会の常務理事、理事、会員がパネリストを努めま
した。

要望書作成

国際ADR活性化のための外弁法改正等法整備に関する要望書（2018年8⽉24⽇付け）

京都国際調停センター（仮称）設⽴に向けての要望書（2017年6⽉2⽇付け）

⽇本における実効的な国際紛争解決のためのインフラ整備に関する要望書（概要）
⽇本における実効的な国際紛争解決のためのインフラ整備に関する要望書（2017年3⽉21⽇付
け）

要望書添付1
要望書添付2
要望書添付3
要望書添付4
要望書添付5

慶應義塾⼤学⼤学院法務研究科との協⼒協定締結

https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/180824_yobosho.pdf
https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/170602_yobosho.pdf
https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/170321_yobosho-1.pdf
https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/170321_yobosho-2.pdf
https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/170321_yobosho-3-1.pdf
https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/170321_yobosho-3-2.pdf
https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/170321_yobosho-3-3.pdf
https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/170321_yobosho-3-4.pdf
https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/170321_yobosho-3-5.pdf
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2018年6⽉18⽇、当協会は慶應義塾⼤学⼤学院法務研究科との間で、国際仲裁の普及ならびに国際仲裁
⼈材養成に関して協定書を締結しました。これは、「司法国際化」、特に国際仲裁の活性化のための基盤
整備を⽬指す政府と社会の要請に応えるものであり、当協会としては、教育機関との連携としては、同志
社⼤学法学部との間の京都国際調停センター設⽴に続くものであります。

» 法務研究科と公益社団法⼈⽇本仲裁⼈協会が、国際仲裁の普及および国際仲裁⼈の養成に関する協定書
を締結（慶應義塾）

同志社⼤学⼤学院法学研究科及び同司法研究科と協⼒協定締結

2017年12⽉1⽇、当協会は同志社⼤学⼤学院法学研究科及び同司法研究科との間で、京都国際調停セン
ターの運営等の協⼒に関する協定書を締結しました。京都国際調停センターは、⽇本初の国際調停⽤常設
施設を備えた調停専⾨機関であり、同⼤学の全⾯的な協⼒を得て、本年夏、開設予定です。当協会は、国
際調停の実施に加え、国際調停に関する教育・研究や国際調停に携わる⼈材の育成⾯でも同⼤学と連携・
協⼒して参ります。

写真︓同志社⼤学提供

»「⽇本初︕「国際調停センター」を設置」（同志社⼤学HP）

ロシア Institute of ModernArbitration との友好協⼒協定

2017年9⽉6⽇、安倍⾸相やプーティン⼤統領らも出席したウラジオストックの東⽅経済フォーラム会場
において、公益社団法⼈⽇本仲裁⼈協会は,ロシアで仲裁センターを展開するthe Autonomous Non-
Profit Organization, Institute of ModernArbitrationと両国間の国際仲裁の振興を⽬的とする友好協⼒
協定を締結しました。写真は、連邦法務省副⼤⾂Mikhail Galperin⽒の陪席を得た署名式の光景。

https://www.keio.ac.jp/ja/news/2018/6/22/27-45019/
https://www.doshisha.ac.jp/news/2017/1205/news-detail-5409.html
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経済産業省 受託事業

「ICSID条約第13条に基づく仲裁⼈及び調停⼈の指名に向けた調査・分析に関する委託調査報告書」
（投資協定仲裁委員会、2014年3⽉31⽇）

⽇弁連法務研究財団 研究事業

「国際家事事件（とくに国際的⼦奪取案件）の専⾨的な調停スキームの研究」
（⽇本仲裁⼈協会国際家族法PT、2011年10⽉1⽇〜2013年9⽉30⽇）

教材製作

「調停⼈養成教材2006年度版（⼀般社団法⼈⽇本商事仲裁協会（JCAA）と共同製作）」（2006年）

ご注意

公益社団法⼈⽇本仲裁⼈協会は、仲裁やADR⼿続を実際に⾏う仲裁機関・紛争解決
機関ではありません。紛争事件についての申⽴て・お問い合わせ等については、各
機関等に直接ご連絡下さい。
また、当協会への加⼊・当協会の活動への参加・当協会が実施する研修の終了など
は、当該参加者や修了者に対して法的な資格等を付与するものではありません。

プライバシーポリシー

保有個⼈データの開⽰等のご請求⼿続について

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシ
ーと利⽤規約が適⽤されます。

公益社団法⼈ ⽇本仲裁⼈協会

〒100-0013 東京都千代⽥区霞ヶ関1-1-3（⽇本弁護⼠連合会内）

03-3580-9870

03-3580-9851

お問い合わせフォーム

Copyright © 2023 公益社団法⼈ ⽇本仲裁⼈協会 / Japan Assochiation of Arbitrators. All rights Reserved.

https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/E004267.pdf
https://arbitrators.jp/wp-content/uploads/kenkyu-no95_houkoku.pdf
https://arbitrators.jp/privacy-policy
https://arbitrators.jp/privacy-data
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms
https://arbitrators.jp/inquiry/form
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委員会

⽇本仲裁⼈協会は、主として、会員によって構成される各委員会を通じて活動しています。新たに委員会
への加⼊をご希望の場合には、事務局宛（» お問い合わせ）にご連絡下さい。なお、現在募集をしていな
い委員会もございますのでご了承下さい。

各委員会の活動予定につきましては、本Websiteの「会員向けお知らせ」をご覧下さい。

国内ADR委員会

国内ADR委員会では、調停を中⼼とした国内のADRに関する調停⼈・仲裁⼈研修講座や検定制度の企
画、⽴案に関する活動を⾏っています。

近年は対話促進型調停を学ぶ「調停⼈養成講座」を開催しており、2015年4⽉に「調停⼈養成講座（⼊
⾨編）」を、夏から秋の時期に「調停⼈養成講座（基礎編）」を開催しています。2015年度には、上記
に加えて、11⽉に「調停⼈養成講座（補講編）（仮題）」も開催する予定です。また、合わせて、国内
仲裁に関する研修、仲裁⼈及び調停⼈に関する検定制度についても、引き続き検討します。

国際仲裁・ADR委員会

国際仲裁・ADR委員会は､主に国際調停・国際仲裁の実務家養成を⽬的とした研修講座や検定制度の企
画・⽴案に関する活動を⾏っています。最近の活動としては、過去に⽇本仲裁⼈協会が開催した模擬国際
仲裁セミナーの録画映像等を活⽤して、会員等向けの研修教材（プレゼンテーション⽤パワーポイント資
料、DVD及び副教材）の作成作業を⾏っております。

研究委員会

研究委員会では､仲裁法、ADRに関する法律及びその実務に関する研究を⽬的として、原則として、毎⽉
1回、会員限定の研究会を開催しています。研究会では、講師である仲裁・ADRに造詣の深い国内外の研
究者や実務家から講演を頂くだけではなく、講師を含めた出席者の間のインタラクティブな討論を積極的
に⾏うようにしています。また、研究会における講演内容を基礎とする論考をまとめた「仲裁・ADRフォ
ーラム」等の出版事業も⾏い、仲裁・ADRの理論と実務の発展を⽬指しています。

国際交流委員会

国際交流委員会は、外国の仲裁・ADR関連団体との交流⾏事の企画・運営等を担当します。

投資協定仲裁委員会

当委員会は、投資協定仲裁とこれに関連する国際商事仲裁の活⽤をテーマに活動しています。2014年3
⽉には、経済産業省からの受託業務として、「ICSID条約第13条に基づく仲裁⼈及び調停⼈の指名に向け
た調査・分析に関する委託調査報告書」を提出しました。同報告書は、投資協定仲裁だけではなく、その
背景にあるアジア地域における国際商事仲裁機関（シンガポール、クララルンプール、⾹港、ソウル）の
現状についても詳細に報告しています。また、こうした機関との⽐較を前提に⽇本での商事仲裁の⼀層の
促進にも⾔及しています。

本会について

⽇本仲裁⼈協会とは

委員会

設⽴趣意書

定款

会費規定 

2023年 役員名簿（4⽉1⽇現在）

2022年 役員名簿（4⽉1⽇現在）

2021年 役員名簿（8⽉1⽇現在）

2021年 役員名簿（4⽉1⽇現在）

2020年 役員名簿（12⽉1⽇現
在）

2020年 役員名簿（4⽉1⽇現在）

2019年 役員名簿（3⽉11⽇現
在）

2018年 役員名簿（3⽉22⽇現
在）

2017年 役員名簿（3⽉1⽇現在）

2016年 役員名簿（3⽉1⽇現在）

2015年 役員名簿（4⽉1⽇現在）

2014年 役員名簿（1⽉6⽇現在）

2013年 役員名簿（4⽉1⽇現在）
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今後は、これを基礎に、国際商事仲裁⼀般をも視野にいれた投資協定仲裁の活⽤の啓発に向けた活動を検
討中です。

国際家事調停委員会（国際家族法PT）

当委員会は、国際的家族問題についての調停の活⽤をテーマに活動しています。2015年3⽉には、外務
省からの受託業務として、「ハーグ条約に係る当事者間⼆国間共同調停に関する委託調査報告書」を提出
しました。同報告書は、相⼿国として、イギリス、ドイツ、アメリカを選び、それぞれの調停機関（ただ
し、アメリカについては代表的な調停機関が存在しないためABA）との折衝を経て、⼆国間共同調停を実
施する場合の提携と制度設計の提案を⽰したものです。

今後は、相⼿国対象を広げることとともに、パイロット事業などにより実施段階に移⾏することが考えら
れますが、⽇本仲裁⼈協会会員・委員がそれぞれに活動する弁護⼠会、あるいは中央当局である外務省な
どと連携協調していく活動を検討中です。

総務・財務委員会

総務委員会では､理事会や総会などの当協会の基幹会議の企画運営や､会報の編集やホームページの運営等
の広報活動を担当しています。

財務委員会では､協会の予算案の⽴案や､決算書の作成､その他当協会の財務に関する事項の全般を担当し
ています。

関⻄⽀部

関⻄⽀部は、関⻄（2府4県）に事務所若しくは勤務先⼜は住所を有する会員及び⽀部への⼊会を届け出
たその他の会員で組織され、⼤阪弁護⼠会、⼀般社団法⼈⽇本商事仲裁協会⼤阪事務所等の官公署、ADR
関連団体と連携しながら、⻄⽇本全域における仲裁、ADRの開発、振興を⽬的として、仲裁及びADRに
関するセミナー、研究会等を実施しています。

ハーグ条約対応委員会

当委員会は、ハーグ条約事案に関する国際家事調停の実効的実施を⽬指し、海外の国際家事調停制度の調
査、研究、主として⻄⽇本（⼤阪家庭裁判所管内）の会員、調停関係者、当事者に向けたセミナー、調停
実技の研修等を⾏っています。

ご注意

公益社団法⼈⽇本仲裁⼈協会は、仲裁やADR⼿続を実際に⾏う仲裁機関・紛争解決
機関ではありません。紛争事件についての申⽴て・お問い合わせ等については、各
機関等に直接ご連絡下さい。
また、当協会への加⼊・当協会の活動への参加・当協会が実施する研修の終了など
は、当該参加者や修了者に対して法的な資格等を付与するものではありません。

プライバシーポリシー

保有個⼈データの開⽰等のご請求⼿続について

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシ
ーと利⽤規約が適⽤されます。

公益社団法⼈ ⽇本仲裁⼈協会

〒100-0013 東京都千代⽥区霞ヶ関1-1-3（⽇本弁護⼠連合会内）

03-3580-9870

03-3580-9851
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役職 氏名 ふりがな 備考

理事長 岡田 春夫 おかだ　はるお

担当常務理事（副理事長） 手塚 裕之 てづか ひろゆき

担当常務理事 髙取　芳宏 たかとり よしひろ

委員長（理事） 関戸　麦 せきど　むぎ ー

副委員長（理事） 中原千繪 なかはらちえ

相談役 道垣内　正人 どうがうち まさと

相談役 三木 浩一 みき こういち

委員（理事） 児玉 実史 こだま まさふみ

委員（事務局長代行） 髙橋 直樹 たかはし なおき

委員 落合　孝文 おちあい たかふみ

委員 河端　雄太郎 かわばた ゆうたろう

委員 井上 葵 いのうえ　あおい

委員 清水 茉莉 しみず まり

委員 一色 和郎 いっしき かずお

委員 中川 真吾 なかがわ しんご

委員 細川 慈子 ほそかわ あいこ

委員 松下 外 まつした がい

委員（事務局次長） 野口　真吾 のぐち　しんご

副委員長 島田　紗綾 しまだ　さや 近日入会予定

副委員長 柳沢　知樹 やなぎさわ　ともき

委員 小山　隆史 こやま　たかふみ 近日入会予定

国際人材育成委員会（旧国際仲裁・ＡＤＲ委員会）
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役職 氏名 ふりがな 備考

理事長 岡田 春夫 おかだ はるお

副理事長 手塚 裕之 てづか ひろゆき

担当常務理事 髙取　芳宏 たかとり よしひろ

委員長（担当常務理事） 小原 淳見 おはら よしみ

委員 井上　葵 いのうえ あおい

事務局次長 鈴木　毅 すずき　つよし

委員(前副理事長） 小原 望 おはら のぞむ

委員（理事） 早川吉尚 はやかわ　よしひさ

委員（理事） 澤井 啓 さわい あきら

委員（理事） 大貫 雅晴 おおぬき まさはる

委員(理事） 児玉 実史 こだま まさふみ

委員（理事） 出井　直樹 いでい　なおき

委員（理事） 豊島 ひろ江 とよしま ひろえ

委員 森 博之 もり ひろゆき

委員（理事） 中原 千繪 なかはら ちえ

委員 河端　雄太郎 かわばた ゆうたろう

委員 落合　孝文 おちあい たかふみ

委員 清水 茉莉 しみず まり

委員 一色 和郎 いっしき かずお

委員 矢倉 信介 やくら しんすけ

委員（事務局長代行） 髙橋 直樹 たかはし なおき

委員（理事） 小林 和弘 こばやし かずひろ

委員（理事） Tony Andriotis Tony Andriotis 

副委員長 前田　葉子 まえだ　ようこ

副委員長 島田　紗綾 しまだ　さや

副委員長 辰野　嘉則 たつの　よしのり

副委員長 矢野　雅裕 やの　まさひろ

委員 小山　隆史 こやま　たかふみ

委員 前川　直輝 まえかわ　なおき

委員 細川　慈子 ほそかわ　あいこ

委員 和気　礎 わけ　もとむ

委員 小枝　未優 こえだ　まさひろ

委員 岩田　裕介 いわた　ゆうすけ

国際仲裁調停推進委員会（旧国際交流委員会）
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公益社団法人日本仲裁人協会 理事長／）1|村明 〒100-0013束京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館内
TEL 03 (3580) 9870 FAX 03 (3580) 9899 http:! /a「bitrato「s.jp/
発行責任者／事務局長 ・ 市毛由美子 編集責任者／事務局次長 ・ 天白達也

JAAの国際化と今後の国際活動の展望

常務理事 手寸緑 杵i乏：

2014年1 月、 日本仲裁人協会(JAA)は、 公益社団法人としての新たな歩みをスタ ー トさせた。JAAの

活動範囲は、 国際及び国内の仲裁及び調停その他ADR全般に広く及ぶが、 ここでは、 ここ1年のJAAの活

動の国際化の進展と今後の国際活動の展望につき概観する。

I 1 JA'Aの国際仲裁分野での活動

公益社団法人としてのJAAの重要な活動の一つとして、 官公署等からの委託に基づく調査研究活動が

ある。 2014年3月、JAAは、 経済産業省へ国際経済調査事業の報告書「ICSID条約第13条に基づく仲裁

人及び調停人の指名に向けた調査·分析に関する委託調査報告書」を提出した。 近時の投資協定仲裁の増

加をふまえ、ICSID仲裁における各国の仲裁人選任状況や、 仲裁人候補者の指名状況等の調査分析、 アジ

ア各国の仲裁振興策等の調査分析（現地出張調査を含む）等に基づき、 日本あるいは日本の仲裁人が、 投

資協定仲裁分野でプレゼンスを高めるための諸方策につき、 検討、 提言を行った。

JAAは、 定期的に会員向けの研究部会 研究講座 を開催しているほか、 公開のセミナ ー 、 仲裁の日の講

演等を開催している。 2014年、 国際仲裁分野においては、 下記の研究講座等が開催された。

2月12日：研究部会研究講座「『投資協定仲裁制度(ISDS)を巡る議論に関する報告書』について

~TPPにおけるISDS条項を念頭に～」

3月7日： 研究部会研究講座「UNCITRAL仲裁規則に基づく投資仲裁」

3月13日：仲裁の日記念行事セミナ ー 「投資協定仲裁」

5月15日：研究部会研究講座「ICSID条約第13条に基づく 仲裁人及び調停人の指名に向けた 調査 ・ 分

析に関する調査」の 報告（概要）研究部会研究講座「シンガポ ー ル仲裁法 ・ シンガポ ー ル

国際仲裁センタ ー (SIAC)の最新状況」

6月20日：研究部会研究講座「ドイツ ・ スイスにおけるスポ ー ツ紛争解決制度」

7月 4日：国際仲裁セミナ ー 「ビジネス局面から見た国際商事仲裁と投資仲裁一その違いと連続性ー 」

7月18日：研究部会研究講座「国際仲裁における弁護士・依頼者間秘匿特権、 及び近時の動向」

10月16日：研究部会研究講座「The new LCIA Rules : effectiveness, efficiency and flexibility」

12月 2日：国際紛争解決セミナ ー 「中国における仲裁実務の問題点」

大きな傾向として、 投資協定仲裁に関するイベントが増加していること、 海外のスピ ー カ ー による講演

が増加していることが指摘できる。

I 2 国際的仲裁機関等の仲裁イベントヘの後援、 協賛、 共催等

SIAC、 HKIAC等の国際的仲裁機関、 あるいは、IBA仲裁委員会等の仲裁関連団体が日本で開催する
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我が国における国際仲裁の活用の

着実な推進を考える実務研究会

説明資料

2023年9月13日

日本商事仲裁協会（JCAA）

１

資料２



◼ 沿革  1950年 日本商工会議所内に「国際商事仲裁委員会」設立

1953年 民法に基づく社団法人・国際商事仲裁協会として発展改組

1973年 ATA条約に基づくATAカルネ（通関手帳）の業務開始

2003年 「日本商事仲裁協会」に名称変更

2009年 一般社団法人化

◼ 目的  定款第3条「この法人は、商事紛争の処理及び未然防止等を図ることに

より、円滑な商事取引を促進し、もって我が国経済の健全な

発展に寄与することを目的とする」

◼ 組織など  正会員453社、賛助会員38名

  仲裁・調停関係の役職員数６名（仲裁調停部４名、広報部２名）

2

はじめに 一般社団法人・日本商事仲裁協会について



JCAAの仲裁申立て件数の推移（2009年～2022年）
2011年以降については、国際・国内の内訳を含む
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JCAAの仲裁申立て件数の推移（1950年～2008年）
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なぜ、JCAAの申立て件数は海外に比べて少ないのか

◼ 関係者には周知のことであるが、既存調査※の整理では；

※『国際仲裁活性化に向けた調査事業』令和２年度 経済産業省（みずほ情報総研）

⚫ 仲裁制度に関する認知度

企業の、裁判と和解以外のオプションの認知の問題。中堅中小企業では人材の問題も。

⚫ 日本で仲裁することのメリット

企業にメリットへの認識がない。

⚫ 日本の仲裁地としての中立性

日本企業が、中立性の観点から、日本を仲裁地とする提案を控える。
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なぜ、JCAAの申立て件数は海外に比べて少ないのか

◼ 関係者には周知のことであるが、既存調査※の整理では；

※『国際仲裁活性化に向けた調査事業』令和２年度 経済産業省（みずほ情報総研）

⚫ 契約書における仲裁条項の優先度

     契約条項への拘り・認識が低い

⚫ 日本企業の交渉力

     自社に交渉優位性がない場合、日本を仲裁地とする交渉ができない。
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取り組みの方向について

◼ 仲裁制度を利用する側（需要サイド＝企業）と、

仲裁を行う側（供給サイド＝仲裁人（≒弁護士）、仲裁機関、施設など）の

双方に関する活性化策が必要。

◼ 供給サイドは、それぞれの組織・関係者がアドバンテージを活かして取り組みを。
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JCAAの場合、仲裁機関としての魅力の向上に努める。

●多様性のある仲裁人リストの整備・維持（2023年8月現在 479人、うち外国人362人）

●よりスピーディーな手続の実現（迅速仲裁手続の改正（2021) ）

●魅力ある仲裁規則の制定と運営（例；仲裁手続中の調停、インタラクティヴ仲裁）

●審問の会場、オンラインプラットフォームや速記の手配を含むワンストップサービスの
提供

●海外シンポジウムへの参加など、仲裁機関としてのプレゼンス向上



企業（需要サイド）への対策の強化

◼ JCAAは、設立経緯や組織の目的から、本来的に経済サイドに近い立場にある

ことにも鑑み、需要サイド（仲裁を利用する企業）への取り組みを強化する。

◼ 仲裁の有効性を日本企業に一層周知し、日本企業（在外日系企業も含む）発の

仲裁事案の増大を目指す。

（中国、韓国も国内事案が多いとの由。国際案件のみならず、国内事案の経

験を通じての仲裁の有効性への認識を醸成）

◼ 紛争は企業にとっては重大な話であるので、紛争に関して判断・決断する

ポジションにある層への周知が重要
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◼想定される具体的な対象

⚫ 企業経営者、企業法務部幹部、企業内弁護士

⚫ 在外の日系企業幹部

⚫ 企業をクライアントとする弁護士・弁護士事務所

⚫ 企業コンサルタント

⚫ 企業支援機関（公的団体※、経済団体※※、業界団体、弁護士以外の士業）

※ 中小機構、JETRO、政府系金融機関、各自治体の企業支援機関、認定支援機関（地銀・信金・税
理士会等）など

※※ 経団連、日本商工会議所、全国商工会連合会、中小企業団体中央会、全国各地の商工会議所、
商工会、地方銀行・信金など

企業において紛争に関係する当事者へ
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◼想定される具体的な方法

⚫ 経営者、法務部門トップ層への個別説明

⚫ 企業内弁護士、顧問弁護士、弁護士事務所への説明

（仲裁を専門とされない層も）

⚫ 経済団体や支援機関での説明（各種組織の定例会等への参加）

⚫ 海外進出先の日本企業の現地商工会への説明（定例会への参加）

⚫ 動画配信（継続中）

⚫ 説明するコンテンツを先方に応じて作成

（特に経済団体や支援機関向け）

企業において紛争に関係する当事者へ
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広報・営業活動の積極展開（2019年8月～2023年８月）

◼ 国内企業・法律関係者向け

⚫ 司法外交閣僚フォーラムでの

特別イベントへのブース出展

及び個別説明
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⚫ セミコンダクタージャパン展、大学見本市における個別企業説明：２回

⚫ 新価値創造展・中小企業展（東京ビッグサイト）でのブース展示、個別企
業説明



広報・営業活動の積極展開（2019年8月～2023年８月）

◼ 国内企業・法律関係者向け

⚫ 弁護士会向けウェビナーへの登壇（日本弁護士連合会・JIDRC主催）： 6 回

日本弁護士連合会、北海道弁護士会連合会、埼玉県弁護士会、神奈川弁護士会、

愛知県弁護士会、福岡県弁護士会

⚫ 日本貿易振興機構（JETRO）主催セミナーへの講師派遣： 7 回

⚫ 日本貿易保険（ＮＥＸＩ）職員向け説明会
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⚫ JCAA主催セミナー： 51回 最大登録者数 612名 総登録者数 約1.6万名

⚫ 配信動画（YouTube）： 55本 最大視聴回数： 1722回

⚫ 業界等団体向け説明会（経済産業省・法務省・JIDRCとの共催）： 15回

日本航空宇宙工業会、電子情報技術産業協会、日本医療機器産業連合会、日本繊維協会、日本自動車部品工業会、日本ロボット工業会、
地域未来牽引企業（経済産業大臣認定企業）、日本化学品輸出入協会、東京都中小企業診断士協会、日本チェーンストア協会、
日本百貨店協会、日本繊維輸入協会、日本繊維輸出協会、テキスタイル倶楽部、貿易アドバイザー協会、医薬品企業法務研究会、
中小企業診断協会等



広報・営業活動の積極展開（2019年8月～2023年８月）

◼ 海外企業・法律関係者、日系企業向け

⚫ シンガポール、中国、台湾、タイ、ベトナムほか：８回 総登録者数：2386名

⚫ カリフォルニア州弁護士会、上海国際経済貿易仲裁委員会、江蘇大学等の海外機関・団体
によるオンラインセミナーでの登壇（4回）

⚫ 海外での講演：UNCITRAL、中華民国仲裁協会、Asia Pacific Regional Arbitration 
Group、CIArb EAB YMG、ワシントン大学主催のイベントなど（7回）

⚫ 日本国内の講演で主として外国向けのもの：IPBA Osaka、Legal Plus、国内弁護士事
務所、CIArb、ENERAP Japan主催のイベントなど（8回）

⚫ 海外向けJCAA創立69周年イベント（Online）：登録者数：389名（50カ国以上）
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広報・営業活動の積極展開（広報誌）
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◼ JCAジャーナル

⚫ 発行部数：約800部/月

⚫ 配布先：

会員企業、弁護士事務所、研究者

⚫ サブスクリプションのコンテンツとし
て数社に提供

◼ 英文ジャーナル

⚫ 2020年より英文ジャーナルを毎年発行
（ウェブサイトから無料ダウンロー
ド）

⚫ 日本の仲裁、ADR及び裁判の最新情報
を海外に向けて発信

⚫ 収録記事数は13~14本。頁数100超。
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政策意図の浸透には、想像以上に時間がかかる

◼ 仲裁の選択は企業にとっての任意事項
→時間と手間を要することを承知で、継続的に、鋭意展開
→地道ではあるが効果的な活動を継続的に行える人員体制の構築

日本企業の仲裁に対する理解向上

取引契約での日本を仲裁地とする仲裁条項の普及

日本を仲裁地とする仲裁件数の増加

現在地

タイムラグ

タイムラグ

契約締結後３年以上経ってから申立てのあった案件が
全体の約半数を占める（JCAA, SIAC, LCIAの統計による）
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日本での仲裁を活性化させる意味

◼ 日本企業の経済取引（に伴う紛争）に当たり、企業として納得のい
く方法を。その一つの有力な方法が仲裁。

→準備不足や不利な交渉ポジションで不本意な妥結に至るよりも、

合理的な「仲裁」で決着。

→仲裁を日本で行うことにより、より円滑に、日本企業にとって

より低いハードルで解決できるのではないか。

→さらに、仲裁条項を採用することにより、下請など一般的に交渉

力が弱い中小企業も交渉上対等な立場へ。紛争の未然防止にも。
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質問への回答

◼ JCAAへの質問について

⚫ 推進体制・組織間連携

⚫ 認知度の向上

⚫ 海外発信

⚫ 仲裁人リスト、情報アクセス向上

⚫ 施設

◼ 海外向け英文メルマガ発行準備中

→情報提供のご協力をお願いいたします。

◼ 法務省、経産省及びJAAと共催で国際仲裁セミナー
を企画中(11/17)

→海外向けにもオンラインで発信予定。

2023年3月24日及び25日にJCAA職員が
ワシントンD.C.で登壇したTenth LL.M. 
International Commercial & 
Investment Arbitration Moot 
Competitionのイベントの様子
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